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は じ め に

本 稿 の 課 題 は,ス タ ン ダー ド ・オ イ ル 社(StandardOilCompany(New

Jersey),以 下,ス タ ン ダー ド社 と略 す)が,ロ イ ヤ ル ・ダ ッチ ・シ ェ ル社

(RoyalDutchShell,.以 下,シ ェ ル社 と略 す)と と も に計 画 した,ド イ ッ石 油

企 業 エ ルベ ラー ト社(ElwerathA.G,)の 買 収 計 画 と,そ れ に対 す る ア メ リ カ

国 務 省 の 対1、憩を分 析 す る こ と を通 じて,第 二次 世 界大 戦 後 の ア メ リカの ドイ ツ

政 策 と ア メ リカ企 業 との 関わ りにつ い て 新 た な 知 見 を得 る こ とで あ る"。

ア メ リカ企 業 は,第 二次 世 界大 戦 前 にお い て,ド イ ッに て子 会社 を設 立 し,

経 済活 動 を行 う と と もに,ド イ ッ企 業 と国 際 的 に競 争 と協 調 を繰 り広 げ て い た。

そ の た め,ア メ リカ企 業 は,戦 後 の ドイ ッ経 済 の 状 況 に対 して 大 きな 関 心 を有

して い た。

この 点 につ い て これ まで の 先 行研 究21で は,ア メ リカ企 業 が,戦 後 の ドイ ツ

1)シ ェ ル 社 は,イ ギ リス と オ ラ ン ダ籍 を 有す る 企業 で あ り,本 事 例 か ら,ア メ リカ企 業 と ア メ リ

カの ドイ ツ政策 σ)関連 を見 るだ けで は な く,そ の 他 の外 国籍 企 業(及 びそ れ を 支 援 す る政 府)の

要 求 に,ア メ リカ 国務 省 が いか な る対 応 を と った の か を検 討 す る こ と もで き る。,

2)ア メ リ カの ドイ ッ政 策 に 関す る研 究 と し て は以 下 の 文 献 を参 照 」 ・H.Backe敷 丁んD8傭 ゴ・π～・

Dfτぜ4εG8m～`～"』yほ4ア η8,・加 πFb泥 紗 τ几'痩y加 了}π"5'距ρ鳩DukeUIliversityPress,1978.、C

Eisenberg,P'翼 瓢,fηg∫h召 ム'π£7γ ～εA〃 泥が`81!翫`ゼ 訂o,～`o正)加'48Gθ 労ユ`刀1.y1944-19491ノ
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を輸出市場 として確保する必要性から,ド イッ経済の早期復興を望んでおり,

それがアメリカの ドイッ政策に大きな影響を与えた,と いう側面のみが注目さ

れてきた。これは,重 要な点であるが,ア メリカ企業の ドイッに対する関心は,

これに留まるものではない。実際,ア メリカ企業は,戦 後の ドイッ企業 との競

争を有利に行 うために,戦 後直後から ドイッにおいて活動 していた。

この戦後直後のアメリカ企業の活動とアメリカの ドイッ政策との関連は,こ

れまでの先行研究では注目されていない。しかし,こ の問題を取 り上げた唯一

の著作 として,・J・ギンベル(JohnGimbel)の ものが存在する3)。ギンベルは,

アメリカ政府が,有 形無形の政策を通 じて,占 領期の ドイッにおいてアメリカ

企業によって実行された ドイッ企業の所有する特許や技術,プ ラン トなどの収

奪を,援 助 したことを明らかにしている。しか し,ド イッにおけるアメリカ企

業の企業活動それ自体の再構築とアメリカの ドイッ政策の関わ りについての分

析は少ない。そこで,本 稿では,石 油産業を事例として,ア メリカ企業による

在 ドイッ子会社を通 じた ドイッ企業の買収をめぐる問題を分析していく4)、,

以下では,ま ず第1節 において,ス タンダー ド社 とシェル社の買収案件 とそ

れに対する国務省の政策を取 り扱 う。次に第H節 において,ス タンダー ド社 と

アメリカ国務省 との直接的な交渉のプロセスを検討 していくことにしたい5}。

＼CambridgeUnlversltyPress 。NewYork,1996.,」.Glmbel,7協80プ 忽加5`ゾ 読8Mα 雌hα41'如〃,
Stanford、1976.真 鍋俊二 『アメ リカの ドイツ占領政策』法律文化社 ,1989年,牧 野裕 『冷戦の

起 源 とアメリカの覇権』 御茶 ノ水書 房,1993年,第6章,安 野正明 「ア メリカの ドイ ッ占領政

策」(油 井 大二郎 他編 『占領政策 の国際比較』三省堂,1994年)。

3)J・G㎞bel,5`紹 η偲,7葱漉ηρ'ρ鼠y召η4Rψ4名ロごゴo繊C紐1ifomia,1990.
4)石 油産業史の視点か らの研究では この問題 は触れ られていない(例 えば,ス タンダー ド杜の杜

史で あるH.MLarson,EH,KnowltonandC.SPopple、N8π 々Ho漉 ・π51927-195(U971 .を 参

照)。 石油 産業史か らの研究で は,マ ー シ ャルプラ ン ドにおける,石 油産業 の消費地精製体制 の

確立が注 目されている・代 表的な文献 は以下 のもので ある。宮崎礼 二 「マー シャル ・プ ラン期 ア

メ リカ対外 石油政策 の形 成一 中東石 油 と対 ヨー ロ ッパ石油 供給体制 の確 立 をめ ぐって一一 」

r横浜国際開発研 究』 第3巻 第1号,1998年7月,山 出恒彦.廿 日ll;1芳郎,竹 内一一樹 『メジャー

ズと米国の戦 後政策一 多国籍石油企業の研究1一 一』木鐸杜,1977年,た だ し各 企業 がいか に

して ヨー ロッパ事業 を再建 ・拡張 したか,と いう問題 は全 く分折され ていない,

5)な お一本稿 を作成す るに当たっては以下の資料を使用 した。未公刊資料 と して.ア メ リカ国立

資料館(Nationa且ArchivesII、CollegePark,MD)に 所 蔵され ている資料か ら.Recく)rdGroup
56(以 下 ここか らの出典を示す場合 ,末 尾括 弧内 にRG56と 記す。 以下の括弧内 の記号 も同 ■
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1ス タンダー ド社 とシェル社による買収案件 と投資禁止政策

1買 収 案 件

ス タ ン ダー ド社 とシ ェ ル社 は,と もに,戦 前 の ドイ ッ石 油 市場 に お い て1位

及 び2位 を 占 め る企 業 で あ った 。 しか し,第 二 次 世 界 大 戦 後,両 社 は.苦 境 に

陥 る。 ス タ ン ダ ー ド社 は.1938年 の総 売 上 高 が4億5000万RMで あ っ た が,

1946年 には1000万RMへ と急 激 な落 ち 込 み を 経験 して い た61。 これ は,主 と し

て戦 争 と ロ シ ア占 領 地 区 に存 在 レた 設 備 を賠 償 と して撤 去 さ れ た こ とに よ って

2つ の精 製 所 を失 った こ とか ら生 じて い た 。 こ う した 戦争 に よ る資 産 の ロス を,

ス タ ン ダー ド社 は,1億8450万RMと してい る71。 シ ェ ル社 は,精 製 部 門 に お

い て,1938年 時 点 で,ド イ ツに お け る全 精 製 活 動 の35%を 占め て い たが,1946

年で は10%程 度 まで,そ の シ ェア は低 下 してい た 。 また 戦 争 被 害 及 び,ロ シ ア

占 領 地 区 に 存 在 した工 場 が 撤 去 さ れ る こ とに よ って,2億8000万RMの 資 産

を ロス して い た81。

以 上 の よ うに,両 杜 と もに,戦 争 被 害 と ロ シ ア占 領地 区 に お け る賠 償 と して

の 設 備 の 撤 去 に よ って,多 くの資 産 を 失 って い た 。 そ の た め,戦 前 と同様 の地

位 を再 構 築 す るた め に,何 らか の企 業 を買 収 す る必 要性 が あ った。

そ こで,両 社 に よ る買収 対 象 とな った の は,エ ルベ ラー ト社 とい う石 油 会社

で あ った。1946年 当 時 にお い て エ ルベ ラ ー ト社 は,以 下 の よ うな 資 産 を 保有 し

＼様 の こ とを 意味 す る)に 分 類 さ れ て い る財 務 省 資 料,RecordGroup59(RG59)の 国 務 省 資 料,

RecordGroup261)(RG260)の 在 独 ア メ リ カ 軍 政 府(Office・fMilitaryGovemmentforGer・

many(U、S.),以 』ドOMGUSと 略 す)資 料 を使 用 した 。 公 刊 資 料 と して.当 時 国務 省 に 勤 務 し

て い たC・P・ キ ン ド ル バ ー ガー(C.P.Kitldieberger)め 書 簡 集 で あ る,C,P.Kindleberg凧

1冶8G8脚 π 肋 ηθ'η戸 鰯 一1餌7∫(7た`～ヂ'ε5Pκ'ンヱ418加㎎ 齢 伽8所 η"～伽'4L。nd・n・1989・

(K加4'θ わ8,翠・2蓉ムε∫'87)を 使 用 した こ

6)OilIndustrv、notDate,RecordsoftheEc(》nomicDivision,Decartellzatiく)nBrallch,Company

ReportsandRelatedRecords,Box96、RG260.

7)AIDEMEMOIRE.SeptemberlO,1947.RecordsoftheOffice{)ftheAssistantSecretaryof

StateforOccupledArea,1946-1949,BOX7,Folder463.8,RG59.

8)AIDEMEMOIRE.September3,1947.Rec(》rdsohheOffieeoftheAssista!1しSecretaryof

StateforOccupiedArea、1946-1949,BOX7,Folder463.8.RG59、
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て い た 。 まず,原 油生 産分 野 で は,年 間4万1000ト ンを 供給 す る能 力 を有 して

い た 。 これ は,当 時 に お け る ドイ ッ の原 油 生 産 全体 の25%を 占 め る もので あ っ

た 。 次 に,石 油 精 製 分 野 で は,Deurag精 製 所 の30%,Nerag精 製所 の60%の

株 式 を所 有 して い た 。 この2つ の精 製 所 を通 じて,エ ル ベ ラー ト社 は,ガ ソ リ

ンを 年 産1万6000ト ン,軽 油 を年 産1万1000ト ン.潤 滑 浦 を年 産4万3000ト ン,

そ れ ぞ れ精 製 して い た。 これ は,ド イ ツ にお け る精 製 活 動 全 体 の30%を 占 め る

もの で あ っ た。 以 上 の資 産 状 況 か ら明 白で あ る よ うに,エ ルベ ラ ー ト社 は第 二

次 世界 大戦 後 の ドイ ッの石 油 市 場 にお い て か な りの地 位 を有 してい た9)。

エ ル ベ ラー ト社 の株 式 所 有 構 造 は ,創 業 者 で あ るT・ サ イ フ ェ ル(Theodor 、

Seifer)が,451株(約56%),ヴ ィン テ ル シャ ル社(WintershallA.G.)が339

株(約42%),K・ メ ル デ ル シャ イ ド(KarlMerderscheid)が9株,K・ サ イ

フ ェ ル(Kar1Seifer)が1株 とい う も ので あ っ た(最 後 の2人 の10株 は,T・

サ イ フ ェル の 遺 言 執 行 人 が コ ン トロー ル し てい る部 分 で あ る)、,ス タ ン ダー ド

社 と シェ ル社 が.買 収 の対 象 と した の は,T・ サ イ フ ェ ルが 所 有 す る部 分 及 び

メ ル デ ル シ ャ イ ドの 部 分,合 計460株 で あ る101.,

こ の部 分 が,エ ル ベ ラー ト社 か ら両社 に売 却 さ れ る契 機 とな った の は ,T・

サ イ フ ェ ルが1946年 に死 去 し,T・ サ イフ ェ ル の相 続 人 か ら,両 社 に株 式 を購

入す る商 談 が持 ち 込 ま れ た た め で あ った。 相 続 人 は,短 期 的 に は相 続 税 支 払 い

の た め に株 式 売 却 を 通 じて現 金収 入 を得 る必 要 性 が あ った こ と,さ らに,長 期

的 に はエ ルベ ラー ト社 の 存続 の た め に 占領 国国 籍 を 有 す る企 業 の傘 下 に 入 る こ

とが 有 利 で あ る と判 断 した,、そ の た め,相 続 人 は株 式 を ス タ ン ダー ドと シ ェル

の 両社 に売 却 す る こ とに した。 こ の相 続 人 か らの株 式売 却 案 で は ,ス タ ン ダー

ド社 と シェ ル社 が そ れ ぞ れ 株 式 全 体 の14.5%(115株)を 購 入 す る こ とが 規 定

9)AIDEMEMOI既September31947.Rec・rds・ftheOffice・fしheAssistantSecretary。f

StateIoτOccupiedArea,1946-1949,BOX7,Fdder463.8.RG59,

10)OMGUStoWarDepar㎝ent 、NovemberlO,1947,Rec(》rdsoftheEconomicDivisiol1,Decar.

tehzatk)nBmnch,GeneralCorrespondenceoftheBranchChief 、Box146,Folder:[)ateFile

November-Decemher1947,RG260.



40(190)第173巻 第2号

さ れ て お り,こ の購 入 に はさ らに それ ぞれ14.5%の 株 式 を取 得す る権 利 が付 随

して い た。 ス タ ンダ ー ドと シ ェル の両 社 は,こ の買 収 提 案 を 受 け 入 れ る こ とに

したll)。

しか し,両 社 が こ の株 式 買 収 を 成立 させ るた め に は,ア メ リカ政 府 に よ って

遂 行 さ れ て い た投 資 禁 止 政 策 を克 服す る必 要が あ っ た。

2投 資禁止政策とは何か

スタンダー ド杜のように,ド イッでの企業買収を目指すアメリカ企業の活動

にとって障害となったのは,政 府によって実施されていた投資禁止政策であっ

た。投資禁止政策 とは,ア メリカ政府が,OMGUSに 対 して,ド イッ占領政

策の基本指針を示す文書 として作成 し,1945年10月17日 に発表された統合参謀

本部指令1067を 基礎 として立案された軍政府法52号,53号 によって規定されて

いる。軍政府法52号 は,ア メリカ企業を含む連合国国籍企業の在 ドイッ子会社

の所有する資産を全て,OMGUSの 管理下に置 くことを規定 している。軍政

府法53号 は,為 替管理を規定したものであり,ア メリカ本国からドイッヘの投

資を規制 している。この2つ の軍政府法を通 じて,ア メリカ企業を含む連合国

国籍企業やその在 ドイッ子会社が,自 己の所有する資産を利用 して企業買収な

どの新規投資活動を行 うことは禁止された。この政策が導入された理由として,

国務省は以下の3点 の理由を挙げている。第1に,賠 償撤去計画 と工業水準計

画の最終的な決定がなされていないことである。賠償支払いに関しては,ド イ

ッ人が所有する企業からの設備撤去によって行われることになっていた。すな

わち,ア メリカ人が ドイッ企業の買収を行い,所 有するドイッ企業の割合が増

加 した場合,賠 償として使用できる設備の割合が減少する恐れがあった。第2

に,ド イッの通常の経済活動への復帰がなされていないことである。「通常の

経済活動」 とは,経 済的な非武装化措置が達成され,他 のヨーロッパ諸国の平

11)AIDEMEMOIRE、September10,1947.RecordsoftheOfficeoftheAssist…mtSecretaryof

StFltefoτOccupiedA∫ea,1946-1949,B{)X7,Foider463・8・R(}59
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均生活水準を上回らない経済活動が行われることを意味 した。戦後初期の経済

活動の混乱 した時期において,投 機的な企業買収を繰 り返 し,い たずらに混乱

状態を悪化させる行為は,占 領をより困難にすると考えられた。第3に,ド イ

ッにおける民主主義の確立の妨げになることである。国務省は,民 主主義の中

心的内容の一つとして,「 ドイツ人によって ドイツに関することが決定されて

いる状態」が確保されていることを重視 していた。そのため,ア メリカ人が所

有する企業の割合が増大することは,ド イッ人が ドイッに関することを決定す

るのを妨げると考えたのであった。そして,こ の投資禁止政策が撤廃されるた

めには,イ ギリス,フ ランス,ソ 連,ア メリカの4力 国による経済的統一が実

施され,共 通の投資原則が,打 ちたてられることが必要とされる,と 規定され

ていたu。

以上の政策の結果,ア メリカ企業の在 ドイッ子会社は競争上、不利 な立場

に追い込まれた。つまり,ド イッ人が所有する企業は,こ の法律によって行

動を制限されないため,ド イッ占領地区において自由な投資活動が行えたが,

アメリカ企業の在 ドイッ子会社は,そ れが不可能である,と い う状況であっ

た1%

II国 務省との交渉

1モ ス ク ワ 四 力 国外 相 会 談 と投 資 禁 止 政 策

ア メ リカ 国 務 省 に よ っ て 遂 行 さ れ て い た 投 資 禁 止 政 策 を 克 服 す る た め に,ス

タ ン ダ ー ド社 と シ ェ ル 社 は,シ ェ ル 社 を 通 じて イ ギ リ ス 政 府 か ら ア メ リ カ 政 府

へ と 買 収 案 件 の 承 認 を 求 め る 方 法 を 選 択 し た 。 こ の 依 頼 を 受 け た イ ギ リ ス 外 務

大 臣E・ ベ ビ ン(EmestBevin)は,モ ス ク ワ 四 力 国 外 相 会 談 中 の1947年4月

12)MoratoriumonNewForeignInvestmentinGermany ,Novemher8,1946.lntemationalSta-

tisticsDivisi・nGeneralRec。rds1944-1959,C・untryFlles;Germany193H952 ,B〔)X.74,US.
UKDiscussionB血zona且Unification、RG56.

13)こ う した状況 に対 して,OMGUS長 官のL・ クレイ(LudusD .Clay)は,そ の回顧録の中で.

アメ リカ企業か ら投資禁止政策を撤廃 するよ うに との圧 力がかな り存在 した ことを指摘 している、

LuciusD.Clay,D顔5fθ πf,IG:εηπ伽y,G頓rdenCity、N.Y,:Doubleday、1950 ,p.198.を 参照n
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8日 に、 両 社 に よ る買 収 の承 認 を,ア メ リカ政府 に対 して 要求 した'り。

こ の イ ギ リス か らの提 案 に対 して,ア メ リ カ代 表 団 は モ ス クワ会 談 開催 中 に

結 論 を得 る べ き もの と し,す ぐにC・P・ キ ン ドルバ ー ガー や 国務 省 顧 問 の

B・ コー エ ン(BenjaminV.Cohen〉,E・ メ イ ソ ン(EdMason〉 な ど を 中 心

に検 討 を行 った 。 この検 討 に おい て,投 資 禁 止 政 策 は,継 続 され るべ き もので

あ り,両 社 の買 収 は認 め られ な い,と の主 張 が 採 用 され た 。 そ の理 由 と して は,

基 本 的 に,第1節 第2項 で 示 され た 投 資 禁 止 政 策 実 施 の根 拠 が踏 襲 さ れ,依 然

と して外 国籍 企 業 の ドイ ッで の資 産 の拡 大 は認 め られ な い,と した 。 そ して,

さ らに,新 た に も う1つ の根 拠 が付 け加 え られ た。 そ れ は ソ連 との 関係 で あ る。

ソ連 とア メ リカ は,ド イ ッ 占領地 区か ら技 術 や 資 源 な ど を勝 手 に 収奪 して い る

とお 互 い を批 判 して お り,ソ 連 に ア メ リ カに対 す る批 判 の契 機 を 与 え る よ うな

企 業 買 収 を認 め る こ とはで き ない,と い う主 張 で あ った 。 つ ま り,ソ 連 との 決

裂 をす で に予 見 して い た ア メ リカは,ソ 連 か らの批 判 を受 け ない 地 点 に 自 ら を

お くこ とで,ド イ ツ政策 に 関す る米 ソの 決裂 の責 任 を ソ連 に一 方 的 に押 し付 け

よ うと考 えて い た の だ 。 この ア メ リカ側 の,買 収 を認 め な い との意 向 は1947年

4月160に イギ リス に対 して 伝 え られ た 。 イ ギ リ スの ベ ピ ン外 相 は,「 投 資 禁

止 政 策 が 取 り除 か れ る最 初 の ケ ー スが,石 油 産 業 で は な い こ とを希 望 す る」 と

述 べ,し ぶ しぶ ア メ リカの 決 定 に従 うこ と に な った15》。

2投 資禁止政策撤廃への諸活動

モスクワ外相会談終了後,ア メリカとソ連の対立は激化 していった。アメリ

カ本国においても,も はやソ連との合意を追求するのではなく,ド イッ復興を

14)C,P.KindlebergertoDMsionofGermanandAustria,April8,1947,κ ゴπ`漉加 屠群 ～L躍 ε1～

pp、169-173.

15)C.P、KindlebergertoDivisionofGermanalldAust亘a,Apri115,1947,K'π4を 加響召rヤ 」騒・オ'8彗

pp.184-87,C,P.KindlヒbergerしoDMsiollofGermanandAustria,Aprill6,1947皇K'η4Z8加 鈴

望 心L躍 凱p.188.ま た 、 モ ス ク ワ外 相 会 談 に お け る ア メ リ、力 代 表 団 の対 応 に 関 し て は 、 拙 稿

「J・F・ ダ レ ス と ア メ リ カの ド イツ経 済 復 興 政 策 一 超 党 派外 交 とマ ー シ ャ ル プ ラ ンの 期 限 に

関 す る ・考 察一 」 『史林 』83巻4号,2000年7月,122-129ベ ー ジを参 照 。
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軸 と した ア メ リカ独 自の ドイ ッ政 策 に向 け た動 きが 加 速 し,1947年6月5日 に

G・ マ ー シ ャ ル(GeorgeMarshall)国 務 長 官 に よ っ て マ ー シ ャ ル プ ラ ンが発

表 さ れ る に至 っ た16,。こ う した 中,ス タ ン ダー ド社 は.買 収 を認 め さ せ るた め

の交 渉 を行 った 。

1947年5月27日,ス タ ン ダー ド社 は,ド イ ッ子 会 社 の 社 長W・A・ グ リー

ベ ン(W ,A.(}rieven)を ア メ リ カ本 国 に呼 び,こ の 案 件 に 関 す る詳 細 な 説 明

を行 う こ とで そ の 許 可 を求 め よ う と した'7)。

グ リーベ ンは,買 収 案 件 につ い て 説 明 した後,そ れ が 許 可 され るべ き理 由 を

以 下 の3点 にわ た って 論 じた 、,1点 目は,銀 行 に おい て 現在 封 鎖 さ れ て い るマ

ル ク残 高 を通 貨 改 革 が 行 わ れ る以前 に 実 質資 産 へ と転 換 させ るべ きだ ,と い う

こ とで あ った 。 も し も,こ れ が不 可 能 で あ る な らば ,保 有 す る現 金 の 価値 が,

90%下 落 す る状 況 に陥 って しま うが,エ ル ベ ラー ト社 の 株 式 買収 に よ って,マ

ル ク残 高 の 約15%を 使用 す る こ とがで きる と主 張 した 。2点 目は,現 在 の投 資

禁 止 政 策 は,ア メ リ カ企 業 の在 ドイ ッ子 会社 を不 当 に差 別 して い る,と い う批

判 で あ った 。 これ は,ド イ ッ人所 有 企 業 が マ ル ク残 高 か らの投 資 が 自由 に 許 さ

れ て い る こ とを 批判 した もの で あ っ た 。3点 目 は,外 国企 業 に よ る投 機 的 な投

資 と,ア メ リ カ企 業 の在 ドイ ッ子 会社 が 所 有 す る現 金 を実 際 の資 産 に 変 え る こ

と と は区 別 さ れ る べ きだ,と い うこ とで あ った 。 この2点 目 と3点 目は,投 資

禁 止 政 策 に よ って作 り出 さ れ た環 境 を正 面 か ら批判 す る もので あ り,在 ドイ ツ

子 会社 に よる 買 収 を,ド イ ッ経 済 の混 乱 を引 き起 こす もので は な く,ド イ ッ人

所 有企 業 の 活動 と同 じ もの と して認 め るべ きだ とい う もので あ った。

次 に グ リー ベ ンが 提 起 した 批 判 は,モ ス ク ワ外相 会談 で提 示 され た 根 拠 を批

判 す る もの で あ っ た 。 グ リー ベ ンは,モ ス ク ワ外 相 会談 に お い て米 ソが 決 裂 し

た こ とで,ソ 連 に対 す る賠 償 支 払 い の た め に ドイ ツ人所 有 企 業 を維 持 して お く

16)マ ー シ ャ ル プ ラ ンの 形 成 過 程 に つ い て は,油 井 大三 郎 『戦 後 世 界 秩 序 の 形 成 ア メ リ カ資 本 主

義 と東 地 中 海 世 界1944-1947』 東 京大 学 出 版 会,1985年,277-295ベ ー ジを 参 照.

17)MemoralldumofConversation ,May28,1947,Rec(,rds(》fPetroleumDivisiol11940-1949,

BOX13,FolderGermally1947-48.RG59.
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必要もなくな り,単 一の投資原則の樹立も不可能となっており,投 資禁止政策

をアメリカが独 自に解禁することは可能ではないか,と 主張 した。しか し,国

務省にとっては,「決裂 したこと」が問題なのではなく,ソ 連側に責任 を負わ

せる形で 「どう決裂するか」が問題であったため,投 資禁止政策を維持 し続け,

スタンダー ド社の要求を拒絶 しなければならなかった。

さらにマーシャルプランの発表後には,企 業からだげではなく,国 務省内に

おいても投資禁止政策に対する異論が出されるようになった。石油産業の利害

を国務省内において代表していた国務省石油局は,国 務省内において投資禁止

政策の解除を目指したメモランダムを作成 したi8ノ。

石油局は,ド イツ経済は投機的な外国からの投資に対 して保護されるべ きで

あると,投 資禁止政策の ドイッヘの適用 を基本的に認めた。しかし,「外国通

貨での投資」 と 「ドイッに存在する外国企業のマルクでの投資」を区別するこ

とを提起 した。つまり.「 ドイッ企業 と同様に自由にマルク残高を使用する権

利を停止することは公正ではな」く.「投資禁止政策」は,「 ドイツに存在する

アメリカ企業に対する差別」であると,投 資禁止政策を厳 しく批判 した。これ

は,前 述したスタンダー ド杜の主張と同一の内容を持つ ものであった。

先に検討 したスタンダー ド社及びこの石油局の訴えは,共 に投資禁止政策が,

在 ドイッ子会社とドイッ企業を区別する不合理性を突いたものであった。 しか

し,も はや,そ うした経済的な問題との関連で推移していなかった投資禁止政

策をめぐる状況の中ではその他の国務省内の部局を動かすことはなかった衙。

3ス タンダー ド,シ ェルそ してオランダ政府 による再要求

国務 省 内で は,投 資 禁 止 政 策 を解 禁 す る動 きが なか なか 見 られ な い 一 方 で,

ス タ ン ダー ドと シェ ル の 両 社 は,株 式 買 収 の期 限 に迫 られ て い た 。 なぜ な ら

18)OfficeMemorandum,July14、1947,RecordsofPetroleumD童vision1940-1949、BOX1:凱Fo1・

derGermanv1947-48.RG59.

19)OfficeMemorandum,July23,1947.Recく)rdsofPetroleumDiv並sion1940-1949,BOX13,Fol・

derGeτmany1947-48、RG59,
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1947年9月20日 が相続税支払いの期限であり,.そこまでに株式買収に関する結

論を得る必要があったためであった。そのため,ス タンダー ドとシェルの両社

は,オ ランダ政府の手を借 りるとともに,自 らも国務省との再交渉に乗 り出した。

オランダ政府は,ア メリカ政府に対 して投資禁止政策の解禁を要求するメモ

ランダムを送付 した。このメモランダムは国務省へと送られ,オ ランダからア

メリカを訪間していたオランダ首相を交えた会談が行われることになった。

このメモランダム謝',においてオランダ政府ば,オ ランダとドイツの歴史的に

緊密な経済関係を強調 し,投 資禁止政策が,「 ドイッにおける連合国投資を保

護するものである限 り有益」であったが,「今やそれ らはその目的を失ってい

る」としてその撤廃を訴えた。つまり,石 油局と同様に,「 ドイッにおいて余

剰な現金を持つ連合国企業は,ド イッの法によって義務を課され る」 ので,

「ドイッ人所有の企業 と同様に現金を自由に使用できるようにすべ きである」

と主張したのであった。そして,オ ランダ政府は 「緊急に,オ ランダの利害を

ごれ以上傷つけることのないように投資禁止政策をすぐに廃 止することを要

求」 した。

このメモランダムに基づき1947年9月4日 にオランダ首相 と国務省 との会談

が行われた。オランダ首相は,ア メリカの ドイッ投資よりもオランダにとって

の ドイッ投資の方がはるかに重要である点を強調 し,現 在の投資禁止政策が ド

イッ企業 とオランダ企業とを差別的に取 り扱 うことで,ド イッ企業を有利な状

態においているとし,そ の撤廃を強く要求した。その上で,シ ェル社はオラン

ダ企業で もあることを述べ,そ の買収要求を認めることも強 く主張 した。これ

に対 して,国 務省は,こ れまでと同様に,ソ 連がソ連占領地区で行 っている行

為を批判するために投資禁止政策を維持することの必要性を述べ,オ ランダの

理解を求めた上で,今 後投資禁止政策を再考することを約束した21}。

2①NetherlandstoWashingtonD .C.,September3、 】947.RecoldsoftheOfficeoftheAsslstant

Secreta1TofStateforOcじupiedArea,1946-1949 ,BOX7.Folder463.8.RG59.

21〉MemorandumofConversation,September4 ,1947.RecordsoftheOfficeofthe!
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以上のようなオランダ政府の活動に呼応し,国 務省 とシェル社との間で会談

が1947年9月4日 に行われた。この会談において.シ ェル社は再び買収案の再

検討について要求を行 った,、この要求に対して国務省は,さ らに詳細な検討を

なすために,両 社から買収に関する文書を提出することを求めた221。この国務

省か らの要求に対して.両 社は9月7日 と10日 に買収案件に関する文書を国務

省へ と提出 した。

まず,シ ェル社は,戦 争によるロスを強調 し,そ れを埋め合わせるために買

収が必要とされること,さ らに,現 在の投資禁止政策に基づ くドイッ企業 との

差別的な状態が継続 した場合,ナ チスによる12年間よりも多 くの資産を失って

しまうことなると主張 し,こ の案件は認められるべきである,と 要求 しだ31。

次に,ス タンダー ド社は,買 収要求の根拠 として以下の3点 を挙げた。①

この案件は,戦 前か らのロスをわずかに埋め合わせるにすぎないということ,

② 投資禁止政策によって生み出された ドイッ企業 との差別的な状況を解消す

る,③ マーシャルプランが実施された こと,の3点 である。ここでは3点 目

が新しい論拠として出されている。つまり.ス タンダー ド社は,マ ーシャル演

説後にパ リで行われたヨーロッパ経済復興会議(1947年7月12日 一7月15日)

において,ド イッ経済の復興のためにはエネルギー不足一 石炭,石 油一 を

解消する必要があるとい うことが合意されたことを取 り上げ,「 もし,米 英政

府が,ド イッにおける本来的な石油生産を増加させようと考えるのであれば,

すでに ドイッに存在するスタンダー ドとシェルが,そ の計画を実行することを

援助すべきである」 と主張したのであった瑚。

以上が,両 社か らの要求である。両社は,こ れまで と同様に,投 資禁止政策

＼AssistantSecre田ryofSねteforOccupiedArea,1946-1949。B(二)X7,Folder4638.RG59.

22)MemorandumofColwersahon,September4,1947・RecordsoftheCentralEuropeanDlvi・

sk川,1944-1953、BOX4,Folder{)iLRG59.

23)AIDEMEMOIRE,September3,1947.Recordsofthe(〕fficeoftheAssistantSecτetaryof

SτateforOccupiedArea,1946-1949,BOX7,Folder4638RG59、

24)AIDEMEM(二)IRE,SeptemherIO、1947.RecQτdsoftheOfficeoftheAssistantSecretary(♪f

StateforOccupiedArea.1946-1949,BOX7,Folder463.&RG59.
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が 在 ドイ ッ子 会社 と ドイ ッ企 業 とを差 別 してい る点 を 中 心 に買 収 の許 可 を 求 め

た の で あ った 。

4国 務省による検討と暫定的な結論

国務省は,以 上のようなオランダ政府及び,ス タンダー ド社,シ ェル社か ら

の要求に対する回答を行うための検討会議を9月15日 に開催 しだ31。まずこの

会議では,現 在におげる投資禁止政策は,ソ 連の占領地区での行為に対する批

判を行うために実施されてお り,そ のため外相会談の席において,ア メリカ政

府を欠点のない立場に置 くことができた,と 評価された。その」tで,提 案され

た株式購入は,ソ 連のドイッでの行為とは異なるものであるということが同意

された。つまり,国 務省は,両 社の買収案件は,投 資禁止政策によって禁止さ

れているような外国企業による投機的な投資ではないと認定したことになる。

しか し,国 務省は,10月 か ら開催されるロンドン4力 国外相会談が近づく現

時点では,そ れを許可す ることは政治的に賢明ではないと考え,買 収の許可は

この時点では見送 られた。つまり国務省は,ソ 連との 「決裂」の原因が ,ソ 連

の行為に問題があることをロンドン外相会談において示し,ソ 連 との関係を完

全に清算す るために,投 資禁止政策をまだ必要としていた。ゆえに,ロ ンドン

外相会談後に,国 務省は投資禁止政策を解除することでOMGUSと 合意すべ

きであると確認された。

その結果,国 務省は9月20日 という期限までに投資禁止政策の解除を行うこ

とはで きないため,両 社に対 して,そ の購入の3～4ヶ 月の延長を提案するこ

とにした。つまり,株 式を担保に入れて,資 金を調達 し,相 続税を支払わせる

ことによって,こ の購入を投資禁止政策を解除する予定のロンドン外相会談終

了後に先送 りすることを提案することにした。

この会談の内容は,石 油局か らスタンダー ド社法律顧問代表W・R・ カーリ

25〉Mem・randum・fC・nvers融tinn、September1鉱1947Rec・rds・ftheCenセalEur。peanDivi 。

sion、1944-1953、BOX4,FolderOil,RG59.
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スル(W.R.Carlisle)へ と電話で伝えられた。この中で,石 油局は,「国務省

としては,ロ ンドン外相会談以後に 「好ましい返答」を与えることがで きると

考えている」 とスタンダー ド社に伝えた。スタンダー ド社 は,そ れを受け,購

入を延長することに同意 した。しか し,購 入を延長するための措置の導入にお

いて国務省か らの同意を要求 した。つまり,ま ず相続人が銀行から株を担保に

して資金を調達 した上で,相 続税の支払いを行 う。そしてその上で,こ の買収

が最終的に失敗 した場合においても,相 続人に対 して,相 続税支払いのための

借入傘から生 じる金利 と買収の延長によって生じる株式の価値の低下分を支払

うために,ス タンダー ド社が,自 社のマルク残高を使用することに,国 務省が

同意することが要請された26〕。

国務省はこの要求を受け入れ,こ の買収案件の延長が決定された翫 この結

果,ス タンダー ド社とシェル社は,シ ュレーダー ・バ ンクにこの業務を委託し

た。このことによって,エ ルベラー ト社の株式は無傷で保護されることにな り,

事実上スタンダー ド,シ ェル両社の管理下に置かれることになった。

お わ り に

国務省は最終的には,以 上のようなアレンジメントによって,ロ ンドン外相

会談後,事 実上投資禁止政策を放棄する方向性を示した。実際,1947年10～12

月にかけて開催されたロンドン外相会談において,ア メリカとソ連は互いに責

任を相手に押 し付ける形で完全に決裂するとともに,ロ ンドン外相会談の終了

した後,1948年 に入ってから投資禁止政策を解禁する正式な動きが開始 された。

その結果,国 務省には,ス タンダー ドとシェル両社の株式購入も認められる可

能性が生 じることになった。

ここで新たな障害が存在 した。OMGUSは,こ の買収案件を問題視 してい

26〉MemorandumofTelephoneConversah(,11,September15,1947・RecordsofPetroleumDivi-

sion194(〕 一1949.BOX13、FolderGermany1947-48、RG59・

27)JohnA.LoftustoSidneyKilby,October3,1947,Records(,fPetroleumDivision1940-1949,

BOX13,FolderGermany-Clamesl947、RG59・
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たか らである。OMGUSは,1947年2月12日 に公布されていた軍政府法56

号 ・ドイッ経済力過度集中禁止法に,ス タンダー ドとシェル両社による買収が

違反していると主張 したのである、,OMGUSは,こ の両社による買収を,市 「一

場において支配的な地位 を占める企業による共同行動 と規定 し,1948年3月 に

軍政府法56号 違反と認定 した。その結果,こ の買収計画は,再 び頓挫する281。

このOMGUSと の交渉に関する分析は,今 後の課題 としたい。

国務省は,当 初,投 資禁止政策の根拠を ドイッの経済的混乱や ソ連との協調

関係の維持 という点に置いていた。 しか し,モ スクワ外相会談以降,国 務省は,

スタンダー ド杜側が主張する投資禁止政策の不合理性に対する批判を無視 し,

ソ連 との決裂をいかにソ連に責任を負わせる形で遂行するかという点からのみ

投資禁止政策を維持する必要性を主張 した。スタンダー ド社側は,結 局,こ の

国務省の壁を破れず,買 収の延期という方策を飲ま、ざるを得なかった2鱒。ここ

にはアメリカ石油企業の ドイッ企業買収の要求が,ア メリカ政府によって妨げ .

られるという状況が見られる。アメリカ石油企業は,冷 戦が発生しつつあると

い う政治的な状況によって,逆 にその企業活動を制約されてしまったといえよ

う・アメリカが,ソ 連 との協調関係を断ち切 り,ド イッ経済復興路線を推 し進

めようとしたことが米 ソ対立の一つの要因であ り,そ れはアメリカ企業 も要求

していたことであると考えると,白 らの要求から生 じた政治的な状況によって

逆説的に自己の行動を制約されたといえよう。

【付記】 本稿は,平 成13年 度文部科学省科学研究費補助金(特 別研 究員奨励 費)に よ

る研 究成果の一部である。
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,シ ェ ル杜

に 対 す る イ ギ リス,オ ラ ン ダ両 政 府 の 介 入 に よ って も,ア メ リカ国 務 省 は
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